
別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　７　年　２  月　 ６  日

組織名称

補職名・氏名令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート

＜兼務比率記載欄＞
：

T2

達成度
組織目標兼管理職個人目標

T3

T3

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定） （成果）

目
標
２

①地域包括支援ｾﾝﾀｰと連携した地域包括ｹｱの推進
②認知症予防講座やサポーター育成、活動等による認知
症施策の推進
③介護予防教室やｻﾛﾝ等の充実による高齢者引きこもり
の防止
④歯科医師会と連携した口腔ｹｱの実施
⑤住民主体サービスの継続実施
⑥介護保険事業に係る標準化ｼｽﾃﾑへの移行準備

①基幹相談支援ｾﾝﾀｰ運営会議(月1回)、東濃5市中核
機関事務連絡会議(4回)により各種協議実施
②関係機関会議、各課課題等ｱﾝｹｰﾄ実施(9月)、政策
決定(12月)、議会説明(2月)、年度内体制整備
③協定締結施設の備蓄品等状況把握(7月)、個別ﾋｱﾘﾝ
ｸﾞ実施(3月)
④実施施設選定(9月)、訓練(1/28：けやき)
⑤企画防災課と連携し、計画策定支援(随時)
⑥精華地域福祉協議会設立(4/1)、活動内容、課題等
把握(随時)

T2

T3

①子育ち支援会議4回開催、計画策定(3月末)
②7年度中の新設に向け公募、事業者選定(2/21)
③保育料無償化R7.4月から実施に向けｼｽﾃﾑ改修、給
食費無償化は学校給食と合わせ議会説明(8月)
④保健ｾﾝﾀｰとの合同会議実施(10回)、ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ等相
談体制構築に向けた協議実施
⑤ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議(3回)、公立幼保再編計画案策定(3
月)
⑥保育士等採用拡充(定員増,経験者採用,随時募集)
⑦新規小規模保育事業所開設事業者との調整実施
⑧精華愛児幼稚園にて受入(3名)、次年度判定審査部
会(9/17)
⑨ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾎﾟｽﾄ事業調整(12/19開始)、学習支援事
業展開(2カ所)、次年度から1カ所増
⑩次期更新に向け事業者との調整、新年度予算(債務
負担行為)への反映(3月)、池田保育園の8年度公私連
携保育法人化政策決定

目
標
５

通常業務の適
正実施と５Sへ
の取組み

適正な事務の執
行及び5Sへの取
組 に よ る 市 民
サービスの向上

①障がい・介護ｻｰﾋﾞｽの適正な支給量管理
②生活保護の適正支給、就労支援、不正受給防止
③幼稚園保育園の適切な運営、私立園の支援
④地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画、子
ども未来ﾌﾟﾗﾝの推進、進行管理
⑤指定管理事業の評価・施設の適正管理
⑥関係機関との連携協力による個別ｹｰｽへの迅速な対応
及びｹｰｽﾜｰｶｰの育成強化
⑦民生児童委員、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ等関係団体との連携
⑧戦没者追悼式(11/1)、子育てｲﾍﾞﾝﾄ、敬老会等の開催
⑨５S+Sで職場環境の改善及びおもてなしの精神による
市民ｻｰﾋﾞｽの徹底と向上

①適切に管理
②適正に支給
③適切に運営、支援
④各計画評価、進行管理実施
⑤令和5年度評価実施、適正管理に努める
⑥定期的に所内で個別ｹｰｽ検討会議開催
⑦随時連携
⑧戦没者追悼式(11/1)、室内こどもあそび場(8/9-
11)、子育ち・子育て応援大使委嘱(1/1)、こどもﾌｪｽ
ﾀ(3/8)、親子体験ｲﾍﾞﾝﾄ(3/9)、90歳敬老事業(9/14)
開催
⑨随時実施

①包括責任者会議開催(毎月)、随時情報共有
②認知症見守り研修会(9/22)、予防講座・ｻﾎﾟｰﾀｰ養
成講座実施
③介護予防教室期間等の統一化。地域社協へ新規教
室開催依頼、R7からの全市的健康麻雀実施調整
④歯科医師会と協力、施設職員向け口腔研修会実施
(3施設)
⑤住民主体ｻｰﾋﾞｽ登録5団体活動支援
⑥標準化ｼｽﾃﾑの実運用に向けた確認作業等実施

目
標
４

高齢者支援と
介護保険事業
の適正な運営

高齢者保健福祉
計画に基づく事
業の実施

地域福祉・障
がい者・生活
福祉の推進

地域での支え合
い、及び障害者
総合支援法、生
活保護法、生活
困窮者支援法に
基づく自立支援
等

①東濃５市共同による基幹相談支援ｾﾝﾀｰ及び地域生活支
援拠点の運用促進、成年後見中核機関の運営に関する東
濃５市間協議及び調整(3月)
②重層的支援体制の整備に向けた関係各課との協議、運
用方針の策定(3月)
③福祉避難所協定締結施設との連携強化
④福祉避難所開設模擬訓練の実施
⑤避難行動要支援者の個別避難計画の策定促進に向けた
関係機関との連携、作成展開
⑥社会福祉協議会と連携した地域福祉協議会の活動支援

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）
①市・社協・オールかさはらの三者にて方向性協議
(5月から毎月1回)、地元にて意向確認調査実施(10
月)、分析(11-12月)、方針調整(1-2月)。庁内の方向
性確認(3月)
②新指定管理者選定(7月)、9月議会議決、増築改修
完了(3月)
③建築工事等事業者契約(6月)、増築園舎建設中、仮
園舎ﾘｰｽ契約(10月)
④公募応募者なし(6月)、事業者ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施、来年度
1年間現指定管理者に委託、R8年度から直営運営方針
決定
⑤今後の方針等説明会開催(10月)
⑥備品等処分、「なかよし」「ひまわり」処分方針
決定(10/22)、境界確定等補正予算計上(12月議会)

目
標
１

福祉部所管施
設の適正配置
計画の推進

総合計画・行政
改革・公共施設
適正配置計画に
基 づ く 施 設 整
備・統廃合

目
標
３

①かさはら福祉ｾﾝﾀｰの今後の方針決定
②養正交流ｾﾝﾀｰ(坂上児童館と養正公民館の統合) 開設
準備(R7.4.1)
③笠原小中学校開校(R8.4.1)に合わせた笠原こども園の
整備
④旭ケ丘保育園の公私連携法人への移行(R7.4.1)
⑤明和幼稚園閉園(R8.3.31)に向けた調整
⑥「なかよし」「ひまわり」「笠原児童館」の活用・処
分方針の決定(3月)

①子ども未来ﾌﾟﾗﾝ(第３期)策定(3月)
②病児保育事業委託に向けた協議・準備
③保育料・給食費無償化に向けた調整
④こども家庭ｾﾝﾀｰ機能を活用した相談体制の充実
⑤幼保あり方検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議による課題検討と実施
⑥保育人財の確保及び定員適正化計画の見直し
⑦民間保育所等施設整備の支援及び促進(補助金交付申
請、認可、定員変更等手続きの支援)
⑧医療的ｹｱ児の受入れ(園・保護者・関係機関との調整)
と判定審査部会の開催(9月)
⑨子ども食堂への支援と学習支援事業の推進
⑩次期指定管理者選定への事前準備(池田保育園、児童
館等)

 福祉部
 部長　加藤洋子

子ども支援の
充実

幼保の安定運営
及び子育て支援
施策の実施



別記第１号様式 目標設定：令和　6　年　4　月　 1　日
評　　価：令和　7　年　2　月　 6　日

組織名称

補職名・氏名 課長　島津和世　

組織目標兼管理職個人目標
達成度

＜兼務比率記載欄＞
：

令和6年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
福祉部 福祉課

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

目
標
１

基幹相談支援
センターの運
営及び地域生
活支援拠点の
有効活用、地
域福祉の推進

東濃５市共同委
託による事業の
推進、地域福祉
組織への支援

①東濃５市共同による基幹相談支援センター及び地域生
活支援拠点等の運用促進(3月)
②かさはら福祉センターの今後の在り方に関する関係機
関等との調整及び方針決定(3月)
③社協と連携した地域福祉の強化（地域福祉協議会の活
動及び新規設立に対する支援）(3月）
④民間法人の施設建設（共同生活援助）への支援(3月)
⑤会計報告(年1回)及び調整会議(3回)等における適切な
指導助言による社会福祉協議会の支援(随時)

①運営会議(月1回)にて新たな機能の検討実施。関係
機関との連携により即時の緊急受入れ・対応実施。5
市共同で東濃圏域の障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所向け説明会
(12/4)を行い制度への理解・登録を推進(28事業所参
加)
②3者協議を毎月１回実施。地元にて町民ｱﾝｹｰﾄ(10
月)、分析(11-12月)、方針検討(1-2月)。庁内での方
向性確認(3月)
③精華設立(4/1)。活動状況・課題等の共有（全
体:6/7、個別:脇之島7/6、根本(全3回)、共栄1/9、
笠原6/24）
④市内初の日中支援型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設(6/1)、実施状
況評価(3月)、施設建設支援(随時)
⑤調整会議(全3回)、R5経営状況報告(7/11市長 副市
長面談)

T2

①9/2関係課(全8課)会議、政策会議(12/4)、議会説
明(2月)、体制整備(3月)
②認定調査・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを適正に行い支給量を管理(随
時)。ケース検討会議(随時)
③基準及び実地調査にて登録事務等を適切に実施
④相談支援部会(全3回)を開催し事業所(8事業所)と
課題共有、業務適正化の協議・調整を実施
⑤物品等調達方針策定(1,060万円)。障がい者就労を
テーマに12月広報で周知(1p)。事業所調査を実施し
役務・物品紹介冊子作成(9月)。販路拡大に向けて事
業所と協働し駅南北自由通路(12/9)、「き」業展
ブース(1/31-2/1)にて啓発等実施

T2

目
標
３

福祉避難所の
課題整理及び
個別避難計画
の作成

災害に対応でき
るマニュアル及
び個別避難計画
の作成促進

①福祉避難所協定締結施設(障がい者施設)との連携強化
(3月)
②福祉避難所開設訓練（模擬訓練）実施事業所の選定
（12月）及び訓練の実施(3月)
③福祉避難所設置・運営マニュアルの改訂及び福祉避難
所利用者マニュアルの策定(3月)
④避難行動要支援者に関する個別避難計画の策定促進に
向けた関係機関との連携及び作成の展開(3月)

①協定締結施設に備蓄品の状況等聞き取り(7月)、個
別訪問にて詳細のﾋｱﾘﾝｸﾞを実施(3月)
②1/28模擬訓練を実施(実施事業所：けやき)
③開設訓練(模擬訓練)にて課題抽出・整理を行い、
福祉避難所設置・運営マニュアルに反映。あわせて
利用者マニュアルを策定(3月)
④企画防災課と随時連携し計画を策定(1月末現在福
祉課案件2件)

T3

目
標
２

地域福祉計
画・障害者計
画等に基づく
障がい者支援

制度に基づく適
正な障がい者支
援及びサービス
の提供・評価

①重層的支援体制の整備に向けた関係各課との協議及び
運用方針の策定(3月)
②効率的な認定調査及びモニタリングによる適正な支給
量の管理(随時)。ケース検討会議の開催(毎月)
③地域生活支援事業・指定特定相談支援事業・基準該当
事業者の適正な登録事務等(随時)
④地域生活支援事業・指定特定相談支援事業の適正化に
向けた事業者との協議・調整（3月）
⑤就労支援事業所等と連携した障がい者雇用(市職員含
む)の促進。市業務での関連製品利用促進と業務委託の
拡大(目標1,060万円)

目
標
４

生活保護世帯
及び生活困窮
者の自立支援

保護の適正実施
及び困窮者支援
制度の活用によ
る被保護世帯・
生活困窮者の自
立支援

①就労準備支援事業の活用及びハローワーク等との連携
による就労支援の強化。関係機関等と連携した生活困窮
者支援の実施(3月)
②生活相談センターとの連携及び孤立・孤独を起因とし
た生活困窮者の支援(随時)
③生活実態調査、警察との連携及び法的対応等の強化に
よる不正受給の未然防止(随時)
④薬剤師会への働きかけによる後発医薬品の使用促進を
含む医療扶助適正実施(随時)
⑤自立促進のためのケース検討会議の定例開催(毎月)
⑥訪問計画に基づく家庭内面接、実地調査を含む扶養義
務調査並びに資産調査の強化による適正な援助方針の立
案と自立の促進(随時)

①ﾊﾛｰﾜｰｸ等と連携し就労支援を強化(随時)。支援調
整会議にてプランの確認及び検討を実施。新規1名に
支援を決定(6月)
②社協と連携し制度利用を推進。困窮者支援を適正
に実施。住居確保給付金は新規申請なし
③生活実態調査、警察との連携及び法的対応等の強
化により不正受給を未然に防止(随時)
④後発医薬品使用に関する薬剤師会への訪問実施(10
月)
⑤必要に応じて随時開催(1月末現在27回)
⑥家庭内面接、扶養義務調査、資産調査を強化。適
正な援助方針を立案し自立を促進(随時)

T3

目
標
５

福祉関連団体
との連携及び
既存業務の適
正な実施

団体と連携した
事業等及び日常
業務の適正な実
施

①指定管理者の評価(7月)、地域福祉に関する諸計画の
進行管理(3月)
②社会福祉法人の監査・指導(前畑育英会、桔梗会、美
徳会)(3月)
③福祉環境整備指針による指導(開発指導委員会)及びﾊﾞ
ﾘｱﾌﾘｰ適合証、障害者差別解消法の普及啓発(随時)
④ケースワーカーの育成及びケース検討会の充実による
援護者への支援強化(随時)、日本赤十字社関連事務の適
正実施(随時)、戦没者追悼式の開催(11/1)
⑤5S＋Sで職場環境の改善及びおもてなし精神での市民
サービスの向上

①指定管理評価(7/3)、諸計画各課照会(12月)、評価
委員会(2/28)
②前畑育英会 (11/18)、桔梗会 (12/20)、美徳会
(10/24)の3法人にて適正に実施
③福祉環境整備指針による指導を随時実施。適合証
更新(1件)、市広報にて障害者差別解消法ほか障害者
福祉全般に関する周知・啓発を実施(毎月)
④援護者への支援強化及び適正な日赤関連事務につ
いて随時適切に実施。11/1バロー文化ホールにて戦
没者追悼式を開催
⑤随時適切に実施

T3

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定）



別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　７　年　２　月 　６  日

組織名称

補職名・氏名

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定） （成果）

①児童館等指定管理施設の適正管理・評価、委託事業
者との連携、運営状況の適正確認
②給付決定等事務の適正実施と事業者との連携
③子ども子育て支援交付金事務の適正実施
④ｹｰｽ報告会の開催（月１回）と情報の共有
⑤５S+Sで職場環境の改善及びおもてなし精神での市民
ｻｰﾋﾞｽ向上

①児童館等指定管理施設の事業実施状況を確認(7
月)､指定管理評価委員会開催(7/17:単館8館のR5年
度実施状況評価)
②障害児通所支援事業所と連携し、適切に実施
③R5実績報告(4～5月)､精算結果を鑑み還付予算を
付議(9月議会)､R7に向けた申請準備(3月)
④相談員定例会を(1回/月)開催、対応状況の共有、
支援方針を多角的に協議。相談記録方式の見直し
等､改善案を協議
⑤児童館､支援ｾﾝﾀｰ等、子どもに関する社会資源を
SNSで周知、ｻｰﾋﾞｽ告知ﾁﾗｼの見直しを実施、窓口対
応向上に向けたOJTを随時実施

T3

目
標
４

障がい児療育
等の充実

療育に係る関係
機関との連携強
化による療育支
援の充実

①医療的ｹｱ児判定審査部会の開催(9月)と医療的ｹｱ児受
け入れの適正実施、幼稚園と小学校との連携
②児童発達支援ｾﾝﾀｰ「わかば」の運営内容の評価、仕
様内容見直しに向けた課題抽出
③「わかば」を中心とした民間事業者との連携強化
④障害児福祉計画(R6～8)の進捗管理
⑤障害児通所施設(児童発達支援、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)
の実態把握、報酬改定に係る事務の支援
⑥障害児巡回支援専門員による保育、教育、療育の連
携及び要支援児担当者への指導による人財育成
⑦発達支援個別ｹｰｽ検討会の開催（毎月）
⑧要支援児に関する小学校、保健ｾﾝﾀｰ、障害児通所施
設との連携

①判定審査部会(9/17)開催。給食提供を関係者で協
議(5/29)､対象児の進学支援を関係課で協議
②受託事業者との合同会議(1回/月)開催､稼働率､現
状の課題等を共有、対応策を随時協議
③事業者連絡協議会(放ﾃﾞｨﾈｯﾄ共催含む､1回/月)回
開催、相互研修会､制度の周知等を実施
④R5実施結果を踏まえ、現計画事業の実施状況の把
握・課題整理を実施
⑤利用状況確認、報酬改定等の相談対応実施
⑥就学支援様式の見直し、保育所等訪問(30園)、支
援児対応担当研修(14園)の適正実施を支援
⑦ｹｰｽ検討会(1回･約13ｹｰｽ/月)､委員会(2回)開催
⑧幼保巡回相談(51回)､小学校見学会(15回)実施

T3

目
標
５

通常業務の適
正実施と５Ｓ
への取り組み

適正な事務の執
行及び５Ｓへの
取り組みによる
市民サービスの
向上

目
標
３

こども家庭セ
ンター機能を
活用した相談
体制の充実

子ども・ひとり
親・女性の相談
に対する迅速で
適切な対応

①切れ目のない相談支援充実に向けた連携体制の構築
②ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝへの一元化に向けた既存相談記録の整理、
相談記録管理ｼｽﾃﾑの適正運用
③ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝの運用方針の策定(3月)
④子ども・女性に対する虐待事案の早期発見と対応
⑤迅速かつ関係機関の密接な連携による支援の実施
⑥入所事務の迅速・適正な実施
⑦母子・父子自立支援事業、就労支援事業の実施
⑧ひとり親対象の各種委託事業の実施と積極的な周知
⑨要保護児童対策地域協議会の開催（全体会議１回・
実務者会議12回）
⑩ｹｰｽﾜｰｶｰ及び相談員の後進育成の強化
⑪ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝたすきﾘﾚｰ(11月)の開催

①保健ｾﾝﾀｰとの合同会議開催(10回)、支援対象とな
る恐れのある世帯のｹｰｽ検討を実施
②ｼｽﾃﾑ運用研修会開催(5/14)､現運用ｹｰｽのｼｽﾃﾑ移行
完了(7月)､入力ﾙｰﾙの統一(3月)
③ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗﾝ様式確定(12月)、運用開始(福祉174
件、母子100件)
④⑤⑥⑦個別ｹｰｽ毎に関係構築や支援を随時対応
⑧ひとり親支援ｶﾞｲﾄﾞの作成･送付(4月)ひとり親向
け社会見学事業開催(6､11月 21世帯参加)R7年度の
不実施を決定(12/13)
⑨代表者会議(10/2)準備、実務者会議毎月開催
⑩OJT研修を随時実施
⑪ﾘﾚｰの開催中止を決定(5/22)､啓発活動実施(3回)

T2

目
標
２

子ども関係施
設の整備

公共施設適正配
置計画、行革等
に係る子ども関
係 施 設 の 複 合
化、廃止

①「なかよし」「ひまわり」「旧笠原児童館」跡地活
用又は処分方針の決定(3月)
②次期指定管理に向け、児童館・児童ｾﾝﾀｰの仕様内容
の見直し(3月)
③地域子育て支援拠点の在り方の見直しと新たな拠点
設置方針案の策定(3月)
④坂上児童館返還に向けた施設修繕工事の費用積算・
発注準備
⑤養正交流ｾﾝﾀｰ供用開始に向けた児童館備品調達(搬入
計画の策定等)

①支援ｾﾝﾀｰ2施設の処分方針案を庁内合意(10/22)､
公売に向け境界確定･鑑定評価作業に着手(1月)。旧
笠原児童館所管変更(3月)。旧施設の不用備品の処
分(7､10､3月)
②次期仕様方針策定及び事業委託費案の算定(3月)
③連絡会議(2回)､連携携会議(3回)開催。今後の拠
点の在り方について整理(3月)
④第2区と協議(8回)､不用備品の廃棄(10､3月)､修繕
予算案策定(1月)､発注準備(3月)
⑤備品選定･発注(1月)､搬入(3月)。引越作業(3月)

T2

目
標
１

子育ち支援の
充実

次世代育成フロ
アの連携強化と
子育て支援情報
発信の充実

①子ども未来ﾌﾟﾗﾝ(R7～R11)の策定(3月)と進捗管理
②病児保育事業委託の実施(R7.4)に向けた協議・準備
③地域子育て相談機関の整備及び家庭支援事業実施に
向けた調査・研究(3月)、方針の決定(R7年度末)
④子ども食堂への支援拡充(周知・補助金活用支援)と
学習支援事業の推進
⑤屋内遊びｲﾍﾞﾝﾄ(8月)、こどもﾌｪｽﾀ(3月)の開催
⑥きずなﾈｯﾄによる子育て情報発信(ﾆｰｽﾞ把握、機能拡
充協議)､開発事業者との協議(月1回)
⑦ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰを活用した子育て支援の充実。援
助会員の確保に向け補助制度の創設
⑧子育ち支援講座、NP･BP1･BP2等の開催
⑨ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会の開催(9月､2月)

①子育ち支援会議(4回)､ﾊﾟﾌﾞｺﾒ(1月)を経て策定
②公募､事業者選定(2/21)､契約(3月)､実施に向けた
協議開始。補助要綱の一部改正(3月)
③実施要綱制定､委託事業者との契約準備(3月)
④ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾎﾟｽﾄ開始(12/19)､子ども食堂補助実施
(9団体)､学習支援拠点増設を庁議合意(11/18)
⑤室内あそび場の開催(8/9～11)846人来場､子育ち
子育て応援大使任命(1/1)､こどもﾌｪｽﾀ開催(3/8)､親
子体験ｲﾍﾞﾝﾄ開催(3/9)
⑥事業者協議(1回/月)､掲載ﾙｰﾙの見直し実施
⑦制度創設庁内合意(12/13)､補助要綱策定(3月)
⑧NP:2ｸｰﾙ､BP:7ｸｰﾙ､BP2:3ｸｰﾙ､親子教室12ｸｰﾙ開催
⑨ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会(2回:10､2月)開催

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

組織目標兼管理職個人目標
達成度

＜兼務比率記載欄＞
80：20

令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
福祉部
課長（子育ち支援担当）伊藤和可奈



別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　７　年　２  月 　６  日

組織名称

補職名・氏名

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定） （成果）

①子ども未来プラン（第３期）の策定
②職員のワークライフバランスの確保
③発達支援センターと幼保園との連携、障害児巡回支援専
門員との連携による保育士の支援児教育の指導力アップ
④園長会、副園長会及び調理員研修会等の定期開催
⑤保育園運営懇談会、幼稚園評議委員会への参加
⑥入所・入園事務の適正な実施
⑦特別保育（一時・休日・病後児）の適正な実施
⑧各園での虐待事案の通告、緊急対応及び虐待防止啓発
⑨債権管理計画に基づく滞納対策の実施（徴収目標率：現
年99.6%、滞納繰越26.2%）
⑩５Ｓ＋Ｓにで職場環境の改善及びおもてなし精神での市民
サービス向上

①子育ち支援会議を開催(4回)
②幼保職員のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽに留意した園運営を実施
③発達支援ｾﾝﾀｰと園が連携し、障害児巡回支援専門
員と支援内容について情報交流等を実施
④園長会、副園長会及び調理員研修会を定期開催
⑤運営懇談会、評議委員会を実施
⑥ｼｽﾃﾑ標準化に向けたFit&Gapを実施。R7入所事務に
おいてDXの視点で「業務ﾌﾛｰを見直した」上で、LoGo
ﾌｫｰﾑを活用して業務効率化。窓口等での随時入所・
入園事務を適切に実施
⑦⑧⑨⑩適切に実施

T3

目
標
４

保育園・幼稚園
の適正な運営
と要支援児保
育への対応

健全な心と体をは
ぐくむ保育の充実

１．健全な心と体を育む保育の充実
①「お互いを尊重し、主体的に学び、挑戦する多治見の子」
を目指した保育の充実
②生涯にわたる学びや生活の基盤をつくる「架け橋期教育」
を意識し、５領域１０の姿を目指す教育・保育の充実
２．保育事業の充実と業務の見直し
①いきいき遊び、いきいき運動遊びの充実と効果検証
②保育の質向上に向けたカイゼン活動の実施
③幼保小との積極的な連携
３．要支援児保育への対応
①障害児巡回支援専門員を中心とした要支援児の就学時の
スムーズな移行支援
②医療的ケア児の受け入れによる課題の解消と円滑運営

１.①②各幼保園において設定した保育・教育計画の
実践に向け、「架け橋期教育」「５領域10の姿」を
意識した教育・保育の取組みを実施
２.①「いきいき遊び」「いきいき運動遊び」を実
施、子どもの心と体の成長を促す教育・保育に注力
②日常的なｶｲｾﾞﾝ活動を実践、他園への共有を図る
③幼保園長会を定期開催し各園の情報共有及び相互
交流を実施。幼稚園職員による夏季休暇中の保育園
へのｻﾎﾟｰﾄを計画的に実施。BCPとして公立幼保園全
体で緊急時に人財を相互に一時派遣し合える仕組を
構築
３.①要支援児への適切な対応を実施
②3名の医療的ｹｱ児を受け入れ安定した園生活に尽
力。看護師を安定的に確保し適切に運営

T3

目
標
５

幼児教育・保育
制度の安定的
な執行

適切な業務執行
と、保育園・幼稚
園の円滑な運営

目
標
３

私立保育園及
び私立幼稚園
との連携、支援
及び指導（指定
管理園含む）

私立保育園、幼
稚園保育園幼稚
園

１．民間保育所等施設整備の支援及び促進
①民間保育所等増築計画及び新設計画への助言、補助金
交付手続き等支援
②認可、定員変更手続等に関する支援
２．指定管理施設事務
①運営に関する助言、指導（旭ケ丘保育園・池田保育園）
②次期指定管理者選定に係る事前準備（池田保育園）
３．適正かつ安全な保育運営のための助言、指導
①私立保育園、認定こども園、私立幼稚園、認可外保育施
設及び小規模保育事業所の指導監査及び園運営支援
②特別保育及び経営改善補助等の検証、安定運営に資す
る制度の研究
４.補助金関係事務の助言、指導による適正な事務執行

１.①②小規模保育事業所(2園)の国補助、事業計画
について事業者と調整
２.①評価委員会を実施(6月)
②池田保育園のR8公私連携保育法人化を政策決定
３.①私立保育園、認可外保育施設等に対する実地指
導を適宜実施
②支援を要する子の受入体制強化に向け、私立園へｱ
ﾝｹｰﾄを実施し、障害児補助金制度を見直し。はしご
通園解消に向けた方策として、利用調整において兄
弟同時入所の加点項目を新設
４.適切に実施

T2

目
標
２

公立保育園及
び公立幼稚園
の運営

適正かつ充実し
た園運営

１．幼保あり方検討プロジェクト会議による課題抽出、実施
①保育ニーズの動向を踏まえ、公立幼稚園・保育園のあり方
と再編計画案を策定（3月）
②保育士、幼稚園教諭の負担軽減策、ICT導入の研究実践
③保育士等の資質向上に向けた研修等の実施、充実
２．第2子以降の3歳未満児の保育料無償化の実施（令和7年
4月開始）、給食費無償化と幼児教育・保育ニーズに即した
新たなサービスと育休退園について研究
３．保育人財確保に向け、確保策の更なる推進と定員適正化
計画の見直し
４．保育園給食の安全、安心提供及び技術伝承
①衛生管理の徹底と、安全、安心な保育園給食の提供
②保育園給食の伝承を踏まえた調理研修会の開催

１.①ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議(3回)開催。計画案を策定(3月)。
小泉北野統合園の建設用地取得を完了(3月)
②園事務員配置、教育委員会からの中古PC59台を各
園に配布し再活用、保育要録ﾃﾞｼﾞﾀﾙ運用開始
③保育研究会講演会(5月)、専門研修2回実施
２.ｼｽﾃﾑ改修等、R7実施に向けて準備。給食費無償化
は学校給食と合わせ議会説明(8月)。送迎保育ｽﾃｰｼｮﾝ
のﾆｰｽﾞ調査実施(12月)。育休退園の段階的解消に向
けてR7小規模保育事業所を1園認可
３.経験者採用試験を新規実施し随時採用化。職場環
境改善に向けて定員適正化計画を見直し(3月)
４.①②警報時の給食対応、ｱﾚﾙｷﾞｰ児の代替食食器を
変更。ｱﾚﾙｷﾞｰﾏﾆｭｱﾙを改訂(9月)

T2

目
標
１

認定こども園整
備等の着実な
実施

幼保連携型認定
こども園の整備と
利用者・地域との
調整

１．旭ケ丘保育園の公私連携幼保連携型認定こども園への
移行（令和7年4月開園）
①公募等の手続実施と利用者・地域との調整
②候補団体決定後の円滑な引継ぎ等の実施
２．明和幼稚園の閉園（令和8年3月末）に向けた準備
①閉園に向けた手続き実施
②園児受入れ等、旭ケ丘保育園の公私連携幼保連携型認
定こども園移行を踏まえた調整（認定こども園候補団体、利
用者、地域）
３．笠原こども園の整備（令和8年4月開園）
①現笠原保育園を増改築し、幼保連携型認定こども園として
整備（笠原保育園と笠原幼稚園を統合）
②県認可等、手続実施と利用者・地域との調整

1.①②4月～6月に公募手続を実施したが応募なし。
「現指定管理者での1年延長(R7)」と「直営切替
(R8)」の方針について保護者・旭ケ丘職員・地域向
け説明会等を実施し、12月議会にて議決後、現指定
管理者と1年延長の協定締結（3月）
２.①②令和7年度末の閉園に向け、旭ケ丘保育園の
状況も含め保護者向け説明会を実施（9月）。明和幼
稚園と旭ケ丘保育園の交流事業を5回実施
３.①②笠原こども園建築、電気、機械設備、設計監
理業務、仮園舎リースについて契約。園舎増築部分
の基礎工事を完了し、計画どおり進捗。定例会を14
回実施。県への認可等手続き、園関係者及び関係課
との調整を継続的に実施

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

組織目標兼管理職個人目標
達成度

＜兼務比率記載欄＞
：

令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
福祉部　子ども支援課
課長　山崎　興一



別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　 １　日
評　　価：令和　７　年　２　月　 ６　日

組織名称

補職名・氏名

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定） （成果）

①高齢者団体と連携し、活躍の場を確保
②「孤立死ゼロ/虐待死ゼロのまち」協力隊の拡充と、
協力隊との連携による見守り
③民生委員の活動を支援、関係機関との調整実施
④シルバー人材センターへの支援実施
⑤配食型見守りサービス事業所との情報共有による重
症化の防止
⑥高齢者虐待ケース等への対応と警察等関係機関との
調整
⑦ケースワークによる養護老人施設への措置手続き
⑧80歳、90歳、100歳敬老事業の実施
⑨緊急通報システム事業による見守り支援

①多悠連活動支援、多悠連と児童センター連携によ
る活躍の場拡大
②協力隊101団体、意見交換会実施(10/18)
③民生児童委員活動支援を継続的に実施
④シルバー人材センター補助実施
⑤配食サービス(2,568件/11月末)時の不安情報提供
によるケースワーク実施
⑥高齢者虐待等の通報迅速適正対応
⑦細やかなケースワークによる適正な養護老人ホー
ムへの措置実施
⑧80歳敬老事業各区交付金事務処理。90歳敬老会開
催(9/14)。100歳お祝い訪問実施(9/17・18)
⑨中央装置の更新（2/1）。利用者数139件

T3

目
標
４

地域包括ケア
システムの強
化

地域包括支援セ
ンター及び多種
職間連携による
高齢者支援の実
施

①地域包括支援センターの安定運営と周知
②多種職、関係機関と連携した地域ケア会議の開催
③バイタルリンクを活用した情報連携の推進
④住民主体サービスの継続支援
⑤１層・２層生活支援コーディネーターと連携した地
域での高齢者支え合い活動の実施
⑥生活支援体制事業による市民団体やNPO、民間による
福祉サービスの情報発信と連携強化
⑦保険者機能強化推進交付金の指標と連携した事業実
施
⑧医療・介護連携強化のための事業実施
⑨生活応援員を育成、活躍の場の周知
⑩高齢者保健福祉計画の進捗管理

①地域包括センター責任者会議等で市と連携、サロ
ン等で周知
②包括と協力し多職種でのケア会議開催支援実施
③多職種でのバイタルリンク活用促進(215ケース)
④住民主体サービス登録5団体活動支援
⑤コーディネーター会議を月2回実施し、情報共有
⑥生活支援体制会議開催、意見交換(7/19・2/13)
⑦交付金要綱に基づき事業実施。評価指標提出
⑧医療介護連携会議開催(6/4)、委託研修会開催
⑨生活応援員育成講座実施(2回実施13名新規認定)
⑩高齢者保健福祉計画課内進捗確認(1月)、委員委
嘱(1月)、推進協議会開催(2/26)

T3

目
標
５

高齢者の活躍
支援

高齢者の活動支
援と地域支え合
い体制の充実

目
標
３

介護保険サー
ビス適正化と
事業所の適正
運営

介護保険サービ
スの適正給付と
介護事業所の適
正運営

①標準化システム移行前事務の的確な実施
②ケアプラン点検による適正給付と事業所運営指導(集
団・個別)の実施
③介護保険料の賦課・徴収の正確な実行
④制度改正による予防居宅介護事業所の新規登録及び
事業所の指定・登録管理。事業所加算等の的確な処理
⑤介護認定に関する事務の適正処理。審査会の運営
⑥介護サービス給付、報告、国県負担金の確実な実施
⑦ケアマネ、サービス事業所と連携調整、制度改正等
情報発信
⑧介護保険調整委員会による苦情対応と事業所訪問
⑨事業所の運営推進会議への対応
⑩介護人財確保の取組

①フィット＆ギャップ完成。実運用に向け進行
②ケアプラン点検を6事業者に実施。集団指導実施
(102事業所参加)、運営指導適正実施(17箇所)
③仮算定6,179件、本算定33,848件正確に実施
④改正による事業所を新規指定(5箇所)、事業所加
算確実対応実施
⑤調査3,459件、審査会101回適正実施(12月末)
⑥月報・年報正確に報告、国・県庫負担金適正申
請。住宅リフォームヘルパー制度廃止
⑦ケアマネや事業所に制度改正等情報共有実施
⑧調整委員による施訪問6箇所実施（1月末）
⑨事業所運営推進会議での情報連携実施
⑩介護人財確保のための事業所連携サポート

T3

目
標
２

介護予防・引
きこもり防止
の推進

介護予防施策の
推進とサロンへ
の支援

①介護予防教室(1クール:6ケ月)の検証方法の統一化
②サロン等集いの場の充実による高齢者の引きこもり
防止
③歯科医師会と協力し、口腔ケアによる予防事業実施
④市内全小学校下での介護予防教室の実施
⑤介護予防教室委託事業者間の意見交換会開催と情報
共有
⑥高齢者サロンへの運動指導士等の派遣実施
⑦サロン等集いの場のバリアフリー補助実施
⑧65歳説明会での介護予防周知
⑨住宅改修費・福祉用具給付と貸与の介護保険適正給
付による日常生活の自立支援

①全教室測定方法等統一。1クール後の評価データ
提示し検証
②全市的な健康麻雀実施調整、R7から実施。新たな
サロン立上げ（2地区/姫町・北丘町）
③歯科医師会と協力、施設職員向け口腔研修会実施
（3施設）
④全小学校圏域で介護予防教室開催（新規1講座）
⑤委託事業者意見交換会を実施（11/8）
⑥運動指導士・柔道整復師113回派遣(1577名参加)
⑦集いの場へのバリアフリー補助金3件
⑧65歳説明会を毎月開催し介護予防啓発
⑨住宅改修267件、福祉用具345件適正給付(12月
末）

T2

目
標
１

認知症施策と
支え合い活動
の推進

認知症施策の確
実な実施と認知
症理解の啓発

①新たな認知症予防講座での検証試行
②認知症養成講座の実施によるサポーターを育成。地
域でのサポーター活動を新たな市民層へ展開
③市民に向けた認知症理解のため認知症ケアパス活用
や研修会などの啓発事業実施
④認知症初期集中チームによる速やかな支援実施
⑤認知症カフェの運営設立支援。認知症の方やその家
族の交流会開催、チームオレンジ運営支援
⑥認知症の方やその家族からの情報発信支援の実施
⑦見守りシール等、地域での見守り体制推進
⑧長期休暇などを利用した児童への認知症理解の推進
⑨権利擁護の相談対応等を行う中核機関運営と成年後
見制度の利用促進

①6箇月間のコグニサイズ(認知症予防運動プログラ
ム)を取入れた講座実施（精華包括/23名）。出席
率、機能維持率高。次年度展開
②サポーター講座22回(315名)、笠原地域で犬の飼
い主による活動立ち上げ
③市民啓発研修会(9/22：264名)、公民館講座12回
(252名)、ケアパスを三師会(医師/歯科医師/薬剤
師)、東信、公民館等設置
④認知症の困難ケースについて対応　4件継続支援
⑤包括20回(189名)、地域活動の支援(根本6回、小
泉12回)。チームオレンジの活動支援実施
⑥当事者、家族会と協働し駅や地域で啓発実施
⑦見守りシール新規10件、賠償保険制度開始19件
⑧夏休み児童館で親子対象の講座2回実施(23名)
⑨中核機関との連携会議4回、利用促進実施

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

組織目標兼管理職個人目標
達成度

＜兼務比率記載欄＞
：

令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
高齢福祉課
課長　　前田あゆみ



別記第１号様式 目標設定：令和　６　年　４　月　１　日
評　　価：令和　７　年　２　月　６　日

組織名称

補職名・氏名

ｂ　独自目標加算
　　　（任意設定）
例：自主研究グループ活動など
の自己研鑽、職員提案活動、施
策の紹介・普及活動　等

（目標設定）
東濃男性保育士会の組織運営、および
保育士養成大学と連携し学習会などを
開催。地域の男性保育士の資質向上お
よび地域における保育情勢を交流

（成果）
・男性保育士学習会を11月に開催。音楽研修および
大学教授による講話。また他市の情勢を交流。大学
に対し保育学生への採用情報周知を依頼
・療育センター職員や児童館職員も含め、幼児にか
かわる男性に対し、必要な知識と意識について講話
を実施（20名程度参加）

１.危機管理体制の強化
①施設、遊具の安全点検を毎月実施
②避難訓練、交通指導（毎月）、防犯訓練（年４回）
を実施。また医療的ｹｱ児用の防災計画を立案、安全対
策として、消防署との連携を強化
③消防職員によるAED講習、危機管理講習を実施
２.安全な衛生環境の構築
①薬剤師と連携し環境整備計画を立案（清掃、換気、
消毒、騒音、水質）
②園医の指示の下、園児の健康管理を随時実施
③うがいや手洗いの習慣づけ、基本的生活習慣の確立
など、家庭に向け予防策啓発のため正確な情報を発信
④学校感染症など制度を随時確認。適切な情報を共有

１.①毎月施設の安全点検を全職員にて実施
１.②消防士による指導など、計画通り各種訓練を
実施の他、企画防災課と連携し、地震体験車を招き
大地震を想定した訓練を実施。また医療的ケア児に
ついては、専用の安全マニュアルを作成
１.③看護師による医療的ケアの緊急対応訓練実施
２.①基準通り各種検査を実施。異常、改善点無し
２.②各種健診にて医師による管理指導を実施。内
容を対象保護者に周知するとともに、就学先と共有
２.③園便りや通信などで、定期的に啓発
２.④園長会などで感染症対応について随時確認、
発生時は即時メールにて保護者に周知、感染拡大を
防止

T3

目
標
４

公立幼保の事
業計画立案

統括園長として
行政と園の調整

１.少子化を見据えた今後の幼保のあり方を検証
①あり方検討委員会にて、明和幼稚園の廃園に向けた
教育内容の検証、指導
②明和幼稚園の再利用について関係機関と連携、協議
③笠原こども園開園に向け、各種様式作成など教育・
保育計画の検証、作成
２.幼保職員定数の検証
①国の施策などを踏まえ、安全な運営が可能である適
正配置人数を設定
②職員採用試験の受験者数増加のため、養成大学との
連携を強化
③人員削減を見据えた事業内容の検証

１.①「園長会」および「幼保あり方検討プロジェ
クト会議」にて方針を検討。必要に応じ園長の意見
を集約し幼保で協議
１.②現在進行中、次年度実施
１.③園長会にて、必要書類、教育内容を検討。副
園長会など各職員に作成業務の振り分けを実施
２.①国の配置基準変更に合わせ、次年度以降の配
置を人事課・子ども支援課と検討
２.②養成大学にて現在の公立園の採用状況を周
知、東濃5市担当者と情報を交流
２.③手書き文書の必要性について検証、内容を精
査し変更および削減。また各園の備品情報をキャビ
ネットにて共有することで負担を削減

T3

目
標
５

危機管理体制
の強化と安全
な教育の実践

安全教育の実施
のための環境整
備

目
標
３

要支援児・医
療 的 ｹ ｱ 児 保
育・教育の充
実

連携強化による
安全なｹｱの実施

１.安全な医療的ｹｱの提供
①保護者との連携強化による確実な情報の伝達
②医療的ｹｱ児の状況により、随時保護者面談を実施、
必要に応じて主治医訪問を依頼
③全園児が共に育ちあえる教育計画の作成
④実施したｹｱ記録を作成。降園時、保護者と確認
２.ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育の充実
①支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを中心とした、支援児教育の体制構築
②児童発達支援ｾﾝﾀｰとの連携による支援児教育の充実
③ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育充実のための教育活動を設定
④定期的にｹｰｽ会議を実施、担任と支援児担当の連携を
強化

１.①登降園時、体調およびケア内容について保護
者に伝達、確認。安全にケアを提供
１.②ケア内容の変更時、保護者面談および主治医
訪問を実施、合わせて審査部会委員長に直接報告
１.③全ての活動に全園児が参加できるよう計画を
作成、適切な配慮により、全園児が活動意義を共有
１.④ケア記録を毎日作成、保護者と共有
２.①園長・副園長を交え面談。支援策の共有によ
り児の成長に貢献。必要に応じ療育を勧奨
２.②療育センター訪問、研究会参加により、支援
策を共有、支援児教育が充実
２.③園全体での活動推進にて育ちあう環境が充実
２.④会議の他、記録の共有により職員連携が強化

T2

目
標
２

保育事業の充
実と業務改善

研究発表大会に
向けた教育活動
の充実

１.研究発表大会に向けた教育計画の検証、実践
①10月の発表を見通した年間教育計画を策定
②職員の資質向上のため、教育研究所指導主事による
定期的な指導を実施
③推進研・課題研と連携した教育活動の推進
④研究発表の主題予定である異年齢活動の充実
２.保育・教育の質向上に向けた業務改善の継続実施
①職員年休取得率向上のため、年間計画を見通しなが
ら適切に人員を配置
②今年度より要録を電子化。園内にて学習会を実施
③業務の偏りが無いよう、職員の業務量を把握
④負担軽減のため、行事や地域交流の日程や内容を再
検証、適宜改善

１.①策定した年間計画を基本として教育を実践。
発表大会にて成果を発表
１.②市教委、東教事指導主事による指導、教育活
動の検証。それらを研究発表大会にて発表
１.③推進研(6回）に園長参加、課題研と合わせ、
職員会議にて報告。教育活動に反映
１.④異年齢活動を継続実践、検証、研究大会発表
２.①適切な人員配置により、12月末で正規職員の
平均年休取得日数が5.6日、計画通り取得
２.②ICTを含めた業務の電子化について定期的検証
２.③必要に応じ職員面談を行うなど、状況を随時
確認、適切な業務振り分けを実施
２.④行事、会議など合理的な実践により負担軽減

T2

目
標
１

健全な心と体
を育む保育の
充実

「お互いを尊重
し、主体的に学
び、挑戦する多
治見の子」を目
指した保育の充
実

１.一人一人の発達に合わせた教育実践
①個別要録やｴﾋﾟｿｰﾄﾞ記録を作成。定期的に成長・発達
を検証し教育計画に反映
②降園時の伝達や通信、園ﾒｰﾙなどで児の姿を保護者と
共有、教育の重点について啓発
③園児の自己肯定感向上のため、いきいき遊び、いき
いき運動遊びを充実
２.教育の充実に向けた統括園長としての取組実施
①育友会と連携、保護者が参加可能な行事の充実
②統括園長として小学校との職員相互派遣、教育内容
の交流。及び園教育の検証、改善
③交流ｾﾝﾀｰなど関係施設との連携により、地域に根ざ
した園運営を実施

１.①毎月個別事例検討会を開催、園の方針を保護
者と共有し実践に反映することで教育が充実
１.②担任による伝達の他、正門にて園長が対応、
また週２回程度のメール配信で情報を随時提供する
ことにより、園運営を円滑に遂行
１.③いきいき活動を職員会にて定期的に検証、研
究発表大会にて成果を発表
２.①育友会本部会議に毎回参加、試食会など家庭
教育学級（3回）を計画、実施、保護者連携を強化
２.②幼稚園研修にて、継続して指導主事による指
導を実施。教育研究所と連携し研究発表大会を開催
２.③関係施設の運営委員会、行事に参加。共栄・
小泉保育園、交流センターとの園児交流会実施

T2

標題 実施する業務の内容 成果（評定時に記入）

組織目標兼管理職個人目標
達成度

＜兼務比率記載欄＞
：

令和６年度組織目標兼管理職個人目標管理シート
精華小学校附属愛児幼稚園

統括園長　藤浪　貴大


